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賞与よりの社会保険料控除に関するご案内 

 
貴社ますます清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、賞与支払の時期も近づきましたので、賞与からの保険料控除額について確認を

お願いしたくご連絡申し上げます。 

賞与の保険料ですが、実際の賞与支給額から１，０００円未満を切り捨てた額が標準

賞与額となり、被保険者ごとに決定します。但し、健康保険（および介護保険）厚生年

金保険（および児童手当拠出金）のそれぞれに標準賞与額の上限が設定されており、健

康保険では標準賞与額の年度の合計が５７３万円を上限とし（５７３万円を超える額は

５７３万と見なす）厚生年金では支給ごとに１５０万円を上限（１５０万円を超える額

は、１５０万円と見なす）とします。 
  ＊児童手当拠出金は事業主のみ控除   

  
☆賞与からの控除額 

健康保険料       ４９．１０／１，０００（栃木県） 

健康保険料       ４８．３５／１，０００（茨城県） 

健康保険料       ４８．８５／１，０００（群馬県） 

健康保険料       ４８．８０／１，０００（埼玉県） 

介護保険料        ７．９５／１，０００(４０歳以上の従業員の方） 

厚生年金保険料     ９１．５０／１，０００ 

雇用保険料（支給総額に対して）継続事業 ５．５／１，０００    

建設業・酒造業の保険料率は ６．５／１，０００ 

 
例えば 

総支給額１００，０００円の方は下記のとおりとなります。 

健康保険料           ４，９１０円（栃木県） 

健康保険料           ４，８３５円（茨城県） 

健康保険料           ４，８８５円（群馬県） 

健康保険料           ４，８８０円（埼玉県） 

介護保険料             ７９５円 

厚生年金保険料         ９，１５０円 

雇用保険料（継続事業）       ５５０円（100,000 円×0.0055） 

  雇用保険料（建設事業）       ６５０円（100,000 円×0.0065） 

雇用保険料に関しては、継続事業の事業所は     ５．５／１，０００ 

建設業・酒造業の保険料率は ６．５／１，０００ 

 
☆ 上記の内容についてご不明な点等ございましたらご連絡ください。 


